様式第７－２号
介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）支給申請書
	　介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）の支給を受けたいので、以下のとおり申請します。
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　労働局長　殿　　　事業主　住　所　〒
　　　　　　　　　　　　　　 又は　 名　称
　　　　　　　　　　　　　　代理人　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　代理人が申請する場合は、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に介護労働環境向上奨励金（雇用管理制度等助成）の支給に係る申請事業主の住所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、社会保険労務士法施行規則第１６条第２項に規定する提出代行者又は同令第１６条の３に規定する事務代理者たる社会保険労務士が申請する場合は、上欄に申請事業主の記名押印等を、下欄に社会保険労務士の記名押印等をして下さい。
事業主又は  　　　住所　〒　　 　　　　　　　　　　　　　
社会保険労務士　　名称　　　　 　　　　　　　　　　　　　
(提出代行者・事務代理者）氏名　  　　　　　　　　　　　　　印　


	

	①申請事業者の主たる事業所の雇用保険適用事業所番号
	

	②希望する振込金融機関
	（フ　リ　ガ　ナ）
取引金融機関店舗名
	銀行（信用金庫）　　　　　（本）支店　

	 (フリガナ）
口座名義
	
	口座の種類
	
	口座番号
	

	③雇用管理制度整備等計画の期間
	 平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日　まで

	④認定年月日
	　　平成　　年　　月　　日
	⑤認定番号
	

	⑥支給申請額等

	(1)今回の対象経費確定額

	
	
	　１　増員に関する措置に要した費用額(様式第７－２号別紙１のとおり)　　　　　　　　　　　　円…①

	
	
	受給予定基準額　①　　　　　　　円　×　１／２　＝　　　　　　　　円　※受給予定基準額が３０万円を超える時は、３０万円

	
	
	　２　体系的処遇改善に関する措置に要した費用額(様式第７－２号別紙１のとおり)　　　　　　　　　　　　円…②

	
	
	受給予定基準額　②　　　　　　　円　×　１／２　＝　　　　　　　　円　※受給予定基準額が４０万円を超える時は、４０万円

	
	
	  ３　報酬管理に関する措置に要した費用額(様式第７－２号別紙２のとおり)　　　　　　　　　　　　円…③

	
	
	受給予定基準額　③　　　　　　　円　×　１／２　＝　　　　　　　　円　※受給予定基準額が４０万円を超える時は、４０万円

	
	
	  ４　労働時間管理に関する措置に要した費用額（様式第７－２号別紙２のとおり）　　　　　　　　　　　　円…④　

	
	
	受給予定基準額　④　　　　　　　円　×　１／２　＝　　　　　　　　円　※受給予定基準額が４０万円を超える時は、４０万円

	
	
	  ５　能力開発に関する措置に要した費用額（様式第７－２号別紙２のとおり）　　　　　　            円…⑤ 

	
	
	受給予定基準額　⑤　　　　　　　円　×　１／２　＝　　　　　　　　円　※受給予定基準額が２０万円を超える時は、２０万円

	
	
	　６　健康管理（法定健康診断を除く）に関する措置に要した費用額（様式第７－２号別紙２のとおり）　　　　　　　　　　　　円…⑥

	
	
	受給予定基準額　⑥　　　　　　　円　×　１／２　＝　　　　　　　　円　※受給予定基準額が２０万円を超える時は、２０万円

	
	(2)支給申請額（１＋２＋３＋４＋５＋６）  　   　        円　（※100万を超える時は、100万と記入）

	⑦　国等からの補助金等受給の有無
	有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・  無

	⑧過去３年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第４章の規定
　により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことの有無
	有　　・　　無

	⑨雇用管理制度整備等計画書の提出日の翌日から支給申請日までの雇用保険被保険者の事業主都合の離職の有無
	有・無

	⑩申請書作成担当者
	
	電話番号
	 

	社会保険労務士記載欄
	作成年月日
	
	電話番号
	 

	
	提出代行・事務代理者の表示
	

	※
処
理
欄
	受理年月日
	平成　　　年　　　月　　　日
	支給決定
年月日
	平成　　　年　　　月　　　日

	
	支給決定金額
	円
	支給決定番号
	第　　　　　　　　　　　　号

	
	備
考
	

	※ 決裁欄
	局　長
	部　長
	課　長
	課長補佐
	係　長
	担　当

	
	
	
	
	
	
	


　(注):記載に当たっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧下さい。なお、※欄は記入しないで下さい。 

様式第７－２号（注意書き）
（提出上の注意）
１　この申請書は、雇用管理制度整備等計画期間の末日の翌日から起算して１ヶ月以内に、申請者の主たる事業所（通常本社）の所在地を管轄する都道府県労働局職業安定部あてに提出して下さい。なお、この申請書は労働局の管轄下にある公共職業安定所(ハローワーク)に提出できる場合がありますので、労働局にお問い合わせ下さい。また、提出期間を過ぎると支給申請することができなくなりますのでご注意下さい。
２　支給申請書には次の(1)～(7)の書類を添付して下さい。
(1)「介護労働環境向上奨励金　雇用管理制度等整備等計画認定通知書（様式第３－２号）」(写)
(2) 雇用管理制度整備等計画書等の提出時に「介護労働者雇用管理責任者」として選任された者に変更があった
場合で、その変更となった者を書面により周知している場合は、その書面（写）
(3)  導入した雇用管理制度等の内容が確認できる書類（実施した雇用管理制度等の成果物、官公署に届け出た書
類の写し等)
(4)  雇用管理制度等の導入に要した費用の支払いを証明する書類（写）
(5)  支払実態を確認する次のイ及びロに掲げる書類
イ　総勘定元帳（写）
（現金科目及び預金科目のうち当該雇用管理制度等の導入に要した費用の支払にかかる部分に限る。）
ロ　預金通帳（写）
　　(6) 雇用管理制度等の見直しを行った場合は、見直しの前後が比較できる書類
  　(7) その他管轄労働局長が必要と認める書類
（記入上の注意）
１　②欄について、口座振込の可能な金融機関の種別については、労働局にお問い合わせ下さい。
２　④及び⑤欄について、変更申請をした場合は、当初の認定日、当初の認定番号を記入して下さい。
３　支給申請日において国、特別の法律に基づいて設立された法人等からの補助金、助成金等を受給している（予定を含む。）場合は、この奨励金（雇用管理制度等助成）の対象とならないことがあります。⑦欄には、受給の有無及び受給している（予定を含む。）補助金等のすべてについてその名称を記入して下さい。（書ききれない場合は別紙に記入して添付して下さい。）
４　⑨欄には、雇用管理制度整備等計画の提出日の翌日から支給申請日までの間に、申請者が事業主都合の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の離職を出したことの有無を記入して下さい。
５　⑩欄には、この申請書の内容を了解している作成担当者を記入して下さい。労働局から記載内容について問い合わせることがあります。
（書類等の保管）
　奨励金（雇用管理制度等助成）の支給を受けた事業主は、奨励金（雇用管理制度等助成）の申請に当たって提出した書類等について、当該奨励金（雇用管理制度等助成）等の最後の支給日の属する年度から起算して５年間整理保管することとされています。また、これらの書類等について都道府県労働局より提示、提出を求められたときは、速やかに提示又は提出下さい。この求めに応じていただけない場合、雇用保険法の規定に基づき罰せられることがあります。
(奨励金（雇用管理制度等助成）の支給を受けるためには、以下のような条件が定められています。この他の条件等の詳細については、労働局にお問い合わせ下さい。)
(1) 雇用管理制度整備等計画書の提出日の６ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間（雇用管理制度整備等計画）」という。)において、事業主が雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合で解雇（勧奨等退職を含む。）していない事業主であること。
(2) 基準期間（雇用管理制度整備等計画）において、３人を超え、かつ、雇用保険被保険者数の６％に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した事業主でないこと。
(3) 支給申請日の属する年度の前々年度より前の保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
(4) 過去３年以内に偽りその他不正行為により、雇用保険法第４章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主でないこと。
(5) 労働関係法令を遵守していること。
